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１．計画の推進体制

(1) 市町村との連携

市町村は、県民にとって最も身近な行政機関として地域住民の健康づくり全般に重要

な役割を担っています。地域の実情に応じた健康づくりのための施策を推進するために、

県は市町村と連携して取組を進めます。

(2) 保険者、医療機関その他関係者の連携と協力

県民の健康の保持のためには、自らが望ましい健康観を理解し、生活習慣を自己管理

できるように、県民一人ひとりが主体的に取り組むことが健康づくりの第一歩となりま

す。

家庭・地域・学校・職場などが一体となって、保険者、医療機関、その他の関係者と

の連携を図り、県民運動につなげていきます。

また、県民ができるだけ住み慣れた地域で安全・安心して暮らすことができる体制整

備を目指して、病院・病床機能の分化・強化や、在宅での医療や介護の充実、地域での

見守りの仕組みづくり等に向けて、保健、医療、介護、福祉の関係者と地域住民が連携・

協力して取り組みます。

２．評価の種類

定期的に計画の達成状況を点検し、評価し、その結果に基づいて必要な見直しにつな

げる「ＰＤＣＡ（Plan,Do,Check,Action）サイクル」による進行管理を行います。

その結果については、高知県ホームページで公表します。

(1) 進捗状況の公表

計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、年度（計画最終年度及び

実績評価を行った年度を除く）ごとに進捗状況を公表します。

なお、個別の施策のうち「日本一の健康長寿県構想」に記載のある事業については、

同構想と合わせて見直しを行います。

(2) 進捗状況に関する調査及び分析

計画期間の最終年度である令和11年度に計画の進捗状況に関する調査及び分析を行

い、その結果を公表します。
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(3) 実績の評価

計画期間終了の翌年度である令和 12 年度に、目標の達成状況や施策の実施状況に関

する調査・分析を行い、計画の実績の評価を行います。評価の内容は厚生労働大臣に報

告するとともに、これを公表します（図 85、86）。

（図86 検証・評価の体制）

３．評価結果の活用

毎年度の進捗状況を踏まえ、計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれる場合、または

医療費が医療費の見込みを著しく上回ると見込まれる場合には、その要因を分析し、必要

に応じて当該要因を解消するために取り組むべき施策等の内容について見直しを行いなが

ら進めていきます。

また、計画期間の最終年度における進捗状況に関する調査及び分析の際に、目標の達成

状況について経年的に要因分析を行い、その分析に基づいて必要な見直しを行うとともに、

第５期医療費適正化計画の作成に活用します。
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取組の検証

③高齢者に対する予防接種体制

の維持

【健康対策課】

①－ア 病床機能の機能分化と連携

・地域医療構想の推進

・医療情報の提供
・医療連携体制の構築

・医療情報ネットワークに

よる情報共有

・地域医療支援病院による支援

【医療政策課・長寿社会課・在宅療養推進課・障害保健支援課】

③医薬品の適正使用

【薬務衛生課・国民健康保険課】

④－ア 高血圧対策

【保健政策課】

①特定健診・特定保健指導の

実施率向上・メタボ等の減少

【保健政策課・国民健康保険課】

②たばこ対策

【保健政策課】

④－イ 血管病重症化予防対策

【保健政策課・国民健康保険課】

⑤－ア がん検診の受診率向上

【健康対策課】

⑤－イ 健康づくりの県民運動

（高知家健康パスポート事業）

【保健政策課】

（１）県民の健康の保持の推進
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（２）医療の効率的な提供の推進

②後発医薬品の使用促進

【薬務衛生課・国民健康保険課】

①－イ 在宅医療・地域包括ケアの推進

・高知版地域包括ケアシステムの深化・

推進
・精神障害にも対応した地域包括ケア

システムの構築

（３）その他の医療費適正化の取組の支援

○重複受診・頻回受診者に対する訪問

指導活動の充実・強化

【国民健康保険課】

○医療費通知の実施

【国民健康保険課】

○レセプト点検の充実・強化

【国民健康保険課】

④医療資源の効果的・効率的な活用

【国民健康保険課・健康対策課】

⑤医療・介護の連携を通じた効果的・

効率的なサービス提供の推進

【在宅療養推進課・保健政策課】

（図85 計画の評価の流れ）


